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[公 印 省 略] 

最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等の 

周知依頼について 

拝啓 平素より当協会の活動に対し、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

近年、最低賃金が大幅に引き上げられてきたことに伴い、大きな影響を受ける

中小企業事業者が賃上げしやすい環境を整備するための支援策として「業務改善

助成金」が創設されました。中小企業・小規模事業者が生産性向上につながる設

備投資等を行うとともに、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた場合

に、設備投資等に要した費用の一部が助成されるものです。 

また、助成金の概要が掲載されたリーフレット、業務改善助成金業種別事例集

（医療・福祉編）も作成されています。 

貴支部におかれましては、地域支部および会員の皆様に周知いただきたく、

よろしくお願いいたします。 

【厚生労働省ホームページ URL】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

zigyonushi/shienjigyou/03.html 
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